
資料

国防総省は、軍隊での弾薬等の取扱いに

関するマニュアルを作成している。それ

を『 弾薬及び爆発物安全基準』と呼んで

いる。安全基準には、様々な事・…・00爆

発の影響、危険区分、防護、施設工事、

避雷、消防危険区分、安全距離、災害報

告書等・・・・…が定められている。

弾薬庫に見られる標識、輸送途中の数字

標識もこの基準によるものである。

以下1992年版から抜き出してみる。

*国防総省の弾薬及び爆発物が海外地域

にある場合、国際条約に適合する、より

厳 しい地域の基準に従う場合を除いて、

この『 弾薬及び爆発物安全基準』に従わ

なければならない。弾薬がアメリカの保

護化及び管理下 |こ 無い場合は、受入国と

の間の合意又は、取決めに基づいたアメ

リカの基準によるものとする。

*こ の安全基準は、重大な傷害、生命の

喪失、資産の損害を防ぐために作られて

いる、しかし国防総省各部隊の任務を遂

行する事を妨げるほど厳格なも

い。従って基準からはずれる場合、避け

がたい基準逸脱の強制的理由及び戦略に

より国防総省の責任者は、人員及び財産

に、より余計な危険を負わせることを避

けるわけにはいかない。

*国連の危険分類システムによると危険

物は 1～ 9ク ラスに別れているがこの安

全基準に関する物は、クラス 1(爆発性

物質 )及びクラス6(有毒 0病原物質 )

が該 当する。このクラス 1を 危険区分

弾薬及び爆発物安全基準について

1～ 6に分類している。又、火災区分も

6段階に分類されていて混同じないよう

に規定されているいる。危険区分 1。 1

は、クラス 1(爆発性物質)危険区分 1

を示している。

弾薬庫で良く見かけられる火災区分標識

はこの様にも規定されている

*核、化学、通常兵器が貯蔵されている

場所において、消防標識を掲示すること

は、国防総省の各部隊の裁量下にある。

この容認は、ある状況化においては保安

上の配慮が明らかになる事を望まない弾

薬の実際の貯蔵場所を火災区分標識で示

してしまうからである。

火災が起きた場合、消火活動を行わなけ

ればならないが当然消火活動をしない人

間は、緊急避難をしなければならない。

*司令官は、災害対応計画の一つに基地

における適切な避難距離を示した避難計

画を作らなければならない。司令官は、

地域社会に影響を与えるうる基地内の爆

発事故が差し迫った場合、民間の担当責

任者に対し警戒態勢を取らせ適切な緊急

避難距離を提示する責任を持つ。次の表

は、消火活動に加わらない人の緊急避難

距離を定めた表である。この表は、建物

及び防護された場所と同等の防護力を意

味する避難距離が示されている。それ

は、建物及び、又は場所から特定の緊急

避難場所へ移動する代わりに使用される

距離である。
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危険区分//火 災区分
危険区分 1・ 10………………………大爆発を起こす……………………… …゙火災区分 l

危険区分 1.2…・…………大爆発ではないが破片が飛散する…………………火災区分2
危険区分 1。 3…………………………大火災を起こす……………………………火災区分 3
危険区分 1。 4… ………………中程度の火災、爆風は無い……………―……火災区分 4
危険区分 1.5…非常に鈍い爆発物………………………大爆発 (爆発剤)… 火災区分 5
危険区分 1。 6… まったく反応しない弾薬………非大爆発 (無反応物,… 火災区分 6

一般人の緊急避難距離表

危 険 区 分 量が不明の場合 重ユ がわ か つてい る場 合
不明、施設・ トラック・
トラクター トレーラー内

約 4,0 0 0ft
約 1,200111

tft+, 00Oft (t, Z0C)m)

不明、鉄道車両内 約 5,
玄

^11:り ■ 9

0 0 0ft
500m

約 5, 0 0 oft(1, 500m)

1。 1(爆発物A:ダイ
ナマイ ト・ニ トログリセ
リン等 )及び 1.5

危険分類不明、
施設、トラック
トレーラー、鉄
道車両のうち該
当するものに同
じ
約 4
～ 5
糸勺1

～ 1

0 0 0ft
0 0 0ft
200m
500m

時の場合の最低距離
0ポ ンドまで-2, 5 0 0ft

(2 3 0Kgま で- 760m)
500ポ ン ド以上 -5, o o oft

(2 3 0Kg以上 -1500m)・
さもなければ最低 -4,0 0 0ft

(1200m)
爆弾及び回径 5タチ113cm)以上の砲弾
最低 4,0 0 0ft tl,200m)
施設の場合の最低距離
15,00oボ ンドまで 2,5 0 0ft

(6,8 0 0Kgま で-760m)
15, 000～ 50,00oボ ン ド
(69 8 0 0Kg～ 23, 0 0 0Kg)

まで 4,0 0 oft(1,200m)

輸送
50

1

1

2
6

(爆発物A)及び 2っ  5 0 0ft
(7 6 0rn)

2, 500ft f76(〕 m)

1,3(爆 発物 B:魚雷
推進爆薬等 )

6 0 0ft
(180m)

有人建物距離の 2倍、最低距離
6 0 0ft(180m)

.4(爆 発物 C:信号
、玩具紙火薬等 )

1

3単

3(D Oft
(90m)

3 0 0ft(90m)
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ミサイル・ ::稗薬等の名称
必 要 な距 離 (上段ft/下段m)
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０
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（∠

危険区分 1。 1に は次の様な物があ r)、 最低破片飛散防護距離は次の通 りである。

0ト マホークは、一一度に2個以上取 l〕 扱ってはならない。

<危険区分 1.2>の 主な物

炸薬填実弾付小銃弾、炸薬填実弾付20脚

弾、炸薬填実弾無信管弾薬、黄燐発煙手

溜弾、大爆発を起こさないクラスターー爆

弾、固定 ,半固定弾、ロケ ソト、ロケ ソ

ト部品、爆発物を含む化学弾、高性能爆

薬砲弾等。

<危険区分 上。 i3>の主な物

軍用火工品 t花火等 )、 固形推進薬、非

有害化学弾薬。

<危険区分 1.4>の 主な物

信管点火器、遭難信号弾、炸薬填実弾無

小銃弾、炸薬填実弾無20mm弾 、着色発煙

手摺弾等。
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危険区分 1。 1の 弾薬・爆発物の居住建物及び公共交通道路距離

爆 薬 の正味重量
1 居住建物からの距離 公共道路からの距離
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安全距離は、弾薬及び爆発物の危険区

分・組み合わせ及びその量等によって決

定されるので簡単には決められない。

又、爆発物等の置かれている状況によっ

ても異なってくる。
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火災区分標識

Fire I)ivislon l or 5

火災区分 1又は 5

ΠFe DivLlon 3

火災区分 3

化学的危険標識

srntЮ l l.w“r mllpЮ t∝ttt~     clothing

全身防護服の着用

縁の色が赤 :有毒剤 (致命的、又は行動不能化学

剤入り砲弾、ロケット、爆弾等 )

縁の色が黄 :催涙ガス、発煙弾

縁の色が自 :ナパーム、黄燐発煙剤

■ 、

FむeI)ivislon 2 or 6

火災区分 2又は 6

罰re DivЫ On 4
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ガスマスクの着用

HC発煙弾、焼夷弾、信号発煙弾
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海゙nbo!3.Apply no‥ ta

放水禁止
HC発煙弾、焼夷弾、ナパーム、照明弾
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